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会 議 次 第 
 

 

１ 開会 

 ２ 局長挨拶 

 ３ 議題   

（１） 青森県最低賃金の改正決定に関する諮問について 

（２） 青森地方最低賃金審議会最低賃金専門部会の設置について 

（３） 地方最低賃金審議会令第６条第５項の適用について 

（４） 令和４年度青森地方最低賃金審議会の開催予定について 

（５） その他 

   ① 日本労働組合総連合会青森県連合会からの要請書について 

     ② 全労連東北地方協議会・全労連北海道地方協議会・青森県労働組合総連合から

の要請書について 

   ③ 青森県弁護士会長の声明について 

 

 ４ 閉会 
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【別添】 

 ○ 厚生労働大臣から中央最低賃金審議会あての諮問文（写） 

 

【別冊】 

○ 令和４年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会（第１回資料） 

 

 ○ 令和４年度版最低賃金決定要覧  



令和４年６月２１日現在

飛鳥　由美子 青森大学総合経営学部准教授

◎ 石岡　隆司 弁護士

中村　円香 日本放送協会青森放送局長

〇 森　宏之 青森大学総合経営学部教授

森　理恵 弁護士

赤間　義典 日本労働組合総連合会青森県連合会部長

秋田谷　宗孝 日本労働組合総連合会青森県連合会西北五地域協議会事務局長

小枝　忠 弘前航空電子労働組合執行委員長

野坂　聡子 オールユニバースユニオン副委員長

保土澤　貴 アンフィニ青森労働組合書記長

小笠原　裕 一般社団法人青森県経営者協会専務理事

小野　武司 三八五自動車整備工業株式会社代表取締役社長

齋藤　徳親 株式会社弘善商会取締役社長

田中　泰宏 青森県中小企業団体中央会副会長・専務理事

藤井　淳子 青森県火災共済協同組合専務理事

◎会長、〇会長代理
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春季賃上げ妥結状況（令和４年）

青森県の状況

集計月日 企業・組合数 金額（円） 賃上げ率（％） 集計月日 企業・組合数 金額（円） 賃上げ率（％）

組合 6月20日 組合 （加重平均） （加重平均） 8月30日 組合 （加重平均） （加重平均）

97 4,917 2.36 最終 94 5,452 2.20

6月8日 社 （単純平均） （単純平均） 7月30日 社 （単純平均） （単純平均）

29 4,294 1.72 71 4,120 1.63

うち県内本社企業 社 （単純平均） （単純平均） 社 （単純平均） （単純平均）

25 4,803 1.99 最終 65 4,214 1.70

（注） １　連合青森は春季生活闘争集約。

２　青森県経営者協会は、春季賃金交渉状況。

名称等 調査対象

令和４年 令和３年

連合青森

青森県経営者協会
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7月7日 (木) 第2合同庁舎

15:00 1階共用会議室

7月28日 (木) 第2合同庁舎

15:00 1階共用会議室

8月1日 (月) ４階会議室

13:30

8月4日 (木) ４階会議室

10:30

8月5日 (金) ４階会議室

13:30

8月8日 (月) ４階会議室

15:00

（予備日）
8月9日 (火) アスパム

10:30 ４階十和田

控室：９階南部

8月9日 (火) アスパム

13:30
５階あすなろ

控室：９階南部

8月25日 (木) ４階会議室

10:30

令和4年10月5日発効

第 ３ 回 本 審
地 域 最 賃 答 申

産 別 必 要 性 の 有 無 諮 問
（ 小 委 員 会 設 置 ）

第 ４ 回 本 審
異 議 申 出 の 諮 問 ・ 答 申

第５回専門部会
金 額 審 議

（　　予　　　備　　）

日 程 調 整

第１回専門部会
組　　　　織　　　　会

意　　　　見　　　　聴　　　　取

第 ２ 回 本 審
目 安 の 伝 達

第２回専門部会
金 額 審 議

第３回専門部会
金 額 審 議

第４回専門部会
金 額 審 議

（　　結　　　審　　）

令和4年度青森地方最低賃金審議会開催日程（案）　

【 青 森 県 最 低 賃 金 審 議 】

第 １ 回 本 審
諮 問

専 門 部 会 設 置
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連合青森生活闘争発第２８号 

                      ２０２２年３月１１日 

青森労働局長    

高 橋  洋 殿 

                   日本労働組合総連合会青森県連合会 

                    会  長   塩  谷   進 

 

２０２２年労働行政に関する要請書 

 

早春の候、貴職におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より、当連合会の活動に対しご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げますとと

もに、労働行政の推進に日々ご努力頂いていることに対し、心より敬意を表します。 

さて、私たち連合青森に加盟する多くの構成組織は、現在、２０２２年の春季生活闘

争において、賃金引上げと労働条件の向上のために会社に要求書を提出し、労使による

交渉を進めております。 

私たち労働組合が求めている労働条件の向上には、賃金の引上げはもとより、格差是

正、法令遵守、非正規労働者の待遇改善など、労働行政が深く関与する項目もあり、青

森労働局による指導等が不可欠と考えております。 

また、青森県との連携による様々な取り組みを通じて、地方創生、地域活性化とい 

う喫緊の課題に対しての青森労働局が果たす役割は極めて重要であり、私たちはなお 

一層の連携を図りながら「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて取り組んで 

行く考えであります。 

つきましては、連合青森として貴職に対しまして以下の事項についてご要請いたし 

ますので、青森県の労働行政に積極的にご反映いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．労働行政の強化について 

（１） 県民の期待に応える労働行政の推進に向けて、労働基準監督官・ハローワーク

職員の増員を図ること。 

（２） 労働関係法令の周知徹底と相談窓口の支援・充実や労働教育講座の開催などを  

はかり、青森県における労働行政を充実・強化すること。 

（３） 労働契約法第１８条の「無期転換ルール」の回避を目的とする雇止めや、労働

者派遣法の期間制限の回避を目的とした「派遣切り」などの動きは法の趣旨に

反するものであり厳正に対処すること。同時に、使用者や労働者に法の内容と

趣旨の周知をはかるとともに、相談対応を強化すること 。 

（４） 団体交渉への不当介入や不適切な情報発信など、正常な労使関係を損なう社会

保険労務士の行為についての監督を徹底するとともに、不適切な事案に対して

は厳正且つ迅速に指導すること。 

（５） 新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、中小企業や有期・短時間・契約等労

働者など経営基盤やセーフティネットが脆弱な層（女性）ほど深刻な影響を受

けていることから、不合理な解雇等を防止する観点からも、労働関係法令を周

知するとともに、雇用維持のための対応を徹底すること。やむを得ず解雇を検

○写  
資料№７ 
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討する場合でも、解雇回避努力や労働組合との協議等、「整理解雇の４要件」

に照らして厳格に判断すべきことを事業主に周知し、不適正な事案には速やか

かつ厳正に対処すること。特に、実態を踏まえた対応をすること。 

 

２．働く者のための働き方改革に向けた監督体制の強化について 

（１）働き方改革関連法の円滑な施行と定着のために、労働基準監督署および働き方改

革支援センターにおける説明会や個別相談の充実をはかり、法制度の内容の周

知徹底と企業等における取り組みへの支援を強化すること。 

なお、法の趣旨に反するような脱法的な運用については、厳正に対処すること。 

（２）客観的方法による労働時間把握の義務化を踏まえ、「労働時間の適正な把握の 

ために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の周知徹底をはかり、適 

正な労働時間把握に関する監督指導を強化すること 。 

（３）時間外・休日・深夜労働の削減や不払い残業の撲滅に向けて、長時間労働が行 

われている事業場や３６協定を締結していない事業場に対する監督指導等を徹 

底し、法違反への適正・厳格な対応を図ること。 

（４）メンタルヘルス対策を促進するとともに、過重労働・長時間労働と並んで過労 

死・過労自殺の一因となっているハラスメント防止対策の取り組みを強化する  

こと。また、総合労働相談窓口の相談体制の充実と各種ハラスメント防止に向 

けて、事業主に対して引き続き指導の徹底を図ること。 

（５）年次有給休暇の５日取得義務化において、この一年間の青森県内企業の状況を 

明らかにすること。なお、引き続き問題ある企業への指導についても積極的に

進めること。 

（６）「同一労働同一賃金」の導入により、働くすべての労働者に対する賃金や労働 

条件について、不合理な待遇格差が認められる場合には是正指導をおこない、 

均等・均衡待遇の実現に向けて監督指導を強化すること。 

 

３．外国人労働者が安心して働くことのできる環境の整備 

（１）「外国人技能実習法」の趣旨を踏まえ、外国人技能実習機構との相互連携を積極

的にはかり、労働関係法令に対する監督指導体制を強化すること。 

 (２)「出入国管理及び難民認定法」の改正により、新たに創設された在留資格「特定

技能」について、 特定技能外国人労働者を受入れる事業主が「特定技能基準省令」

（「特定技能雇用契約及び一号特 定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」）

を確実に遵守するよう、監督指導体制を強化すること。 

（３）すべての外国人労働者の権利を確保し、適正な就労環境のもとで労働できるよ

う、外国人労働者 を雇用する事業主に対し、「外国人労働者の雇用管理の改善等に

関して事業主が適切に対処するための指針」の周知を徹底すること。 

（４）地域で働き暮らすすべての外国人に対し、労働関係法令や生活に関する情報を多

言語で提供するとともに、母国語による相談・支援体制を整備・拡充すること。 

（５）技能実習生は在留期間に限りのある有期労働契約により雇用されている者であ

り、解雇に関しては通常の労働者よりその有効性が厳しく判断されることを周知

するとともに、安易な解雇や強制帰国に対しては厳正に対処すること。 

（６）技能実習生を含む外国人労働者および、外国人労働者を雇用する事業主に対し、

外国人労働者も雇用調整助成金の支給対象であることを周知するとともに、事業

活動の縮小等によりやむを得ず休業する場合には、雇用調整助成金の活用を促す

こと。  
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（７）外国人労働者に対する新型コロナウィルス感染症に係る情報提供については、や

さしい日本語を始めとする多言語による最新の情報提供に努めること。 

 

４．雇用環境に関すること 

（１）地元新卒者やＵＩＪターンでの就職者の確保促進に向けて、正社員採用数の拡大

や待遇改善が進むよう、企業に対して各種助成制度の周知を徹底すること。 

（２）改正労基法の内容や地域最賃遵守に向け監督機能を強化し、悪質な違反企業に対

しては、積極的な摘発・公表を進め抑止効果を高めること。 

（３）障がい者に対する法定雇用率の引き上げに伴い、法の遵守はもとより障がい者雇

用に対する企業の理解促進、適切な配慮による拡大や質的充実に向けた対応も意

識して周知を図ること。また、労働局においても率先した取り組みを図ること。 

（４）企業の採用活動について、内定者や予定者の取り消しは特別な事情がなければ違

法であることを周知徹底し、労働者の不利益につながることのないよう監督機能

を強めること。 

（５）労働力人口が減少するなか、男女平等の推進や、それに伴って女性の活躍は一層

重要な課題となっている。しかし一方で、産前・産後休暇や育児休暇取得時の退

職強要や非正規への転換などの法違反が「連合労働相談」でも明らかになってい

る。こうしたことがないよう事業者への指導を強化し、仕事と子育てが両立でき

る雇用環境の整備にむけて指導力を発揮すること。 

 

５．地域における高齢者の就労促進とシルバー人材センターへの対応 

（１）高年齢者雇用安定法で義務づけられている高年齢者雇用確保措置について、す 

べての企業において措置が講じられるよう、ハローワークなどの行政指導を強  

化すること。 

（２）高年齢者の雇用・就業について、事業主が行うべき諸条件の整備等を示した「高

年齢者等職業安 定対策基本方針」の周知を徹底すること。 

（３）就労を希望する高齢者に対し、ハローワークの生涯現役支援窓口等を活用しつ

つ、本人の意向を 踏まえた適切な就労支援を行うこと。  

（４）同一労働同一賃金に関する法律への対応を確実に実施し、通常の労働者と定年後

継続雇用労働者をはじめとする 60 歳以降のパート・有期雇用で働く労働者との

間の不合理な待遇差を確実に是正すること。その上で、産業や業種・職種ごとに

異なる労働環境等を勘案しながら、個別の労使協議を通じて、企業や職場におい

て最適な働き方を検討するよう周知を図ること。 

 

６．最低賃金に関することついて 

（１）全国最下位ランクにある本県の地域別最低賃金について、生活できる水準をめざ

した当面の目標を１，１５０円としその達成を早期に実現すること。今年度は段

階的な手続きとして、連合の青森県リビングウェイジである９８０円を目標に

最低賃金審議会での対応を進め、発効日についても１０月１日とすること。 

（２）産業別最低賃金について、今年度も４業種で取り組むこととしますが、使用者 

団体や事業者等においては、その必要性に対して否定的な意見もあることから、 

産業の質の維持・労働者確保の優位性等の意義について理解促進を図ること。 

 

 

以 上 




